
 

事 務 連 絡 

令和８年５月 29 日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課   

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課  

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課  

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた  

各地方公共団体の学校設置会社担当課  

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 御中 

各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課  

各都道府県教育委員会専修学校主管課  

各 都 道 府 県 専 修 学 校 主 管 課  

専 修 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 担 当 課  

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課  

  

 文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課  

 

クマ被害防止対策動画・リーフレットについて 

 

先日、「クマの出没に対する児童生徒等の安全確保について」発出（令和８年５月 15

日付事務連絡）し、都道府県等教育委員会向け学校安全行政担当者連絡協議会（同年５

月 26 日）を通じて、クマの出没時における児童生徒等の安全確保に関し、通学路の点

検・変更等の安全対策の実施や、各地域の実情に応じた学校の危機管理マニュアルの改

訂等について、環境省作成の「クマ類の出没対応マニュアル－改定版－」、「―クマによ

る人身被害事例から―クマに出会わないためにできることや出会ってしまった時の対

処について」やクマの生息地域を有する教育委員会の取組事例を交えて再周知したとこ

ろです。 

この度、環境省と連携し、政府広報として、通学時の注意点等を分かりやすくまとめ

た、児童生徒等向けのクマに関する動画を作成しました。特にクマの出没が頻発してい

る地域においては安全教育・安全指導の一環として、本動画を教室等で流すなどし、ぜ

ひご活用いただきますようお願いいたします。なお、本動画の周知にあたっては、教室

など児童生徒等が目につきやすい場所への掲示や１人１台端末を活用する際はポータ

ルサイト、ブラウザのお気に入り機能等を活用し、周知するなどの方法も考えられます

ので、児童生徒等に届くよう積極的な周知をお願いいたします。あわせて、保護者向け

全国的にクマの目撃情報が多発していることを踏まえ、児童生徒等の安全を確保するた

め、各地域の実情に応じた対策の検討や注意喚起、指導等の参考としてご活用ください。 



 

リーフレットも作成しましたので、こちらにつきましても積極的なご活用いただきます

ようお願いいたします。 

このことについて、各都道府県・指定都市教育委員会においては所管の学校（専修学

校を含む。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主

管部課においては所轄の学校法人及び学校に対し、附属学校を置く各国公立大学法人担

当課においては所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受

けた各地方公共団体の学校設置会社担当課においては所轄の学校設置会社及び学校に

対し、各文部科学大臣所轄学校法人担当課においてはその設置する学校に対し、厚生労

働省の専修学校主管課においては所管の専修学校に対して、それぞれ周知いただくよう

お願いします。 

 周知に際しては、全ての学校に一律に周知するのではなく、その周知先を適切にご判

断いただくとともに、各学校において留意が必要な点を整理するなど、効率的・効果的

な周知を行っていただくようお願いします。 

 

(動画) 

「クマにおそわれないための３つのお約束」（政府広報・文部科学省・環境省） 

 

 

（別添） 

「保護者のみなさまへ クマ出没時の対策を家族で確認しましょう」 

 

（参考） 

児童生徒等のクマ被害防止対策について｜文科省作成資料・取組・事業｜文部科学省 

× 学校安全 

 

 

 

 

＜本件担当＞ 

文部科学省総合教育政策局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 安全教育推進室 

電話：03-6734-2695  E-Mail：anzen@mext.go.jp 

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/kumahigaitaisaku.html
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